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平成１９年度違法伐採総合対策推進事業の進め方について 

 
１ 基本的な考え方 

本事業では、①協議会の設置、②合法性・持続可能性証明木材供給事例調査事業、

③合法性・持続可能性証明システム検証事業、④合法性・持続可能性証明システム

普及・啓発事業の各事業を行ってきたところであるが、２年目となる平成１９年度

は、業界団体認定による供給システムの器作りが一定程度進んだことから、需要側

に対する普及啓発を行い合法木材製品の調達を促すとともに、供給側に対しては合

法木材製品の信頼性が確保されるよう体制の更なる整備を図ることとする。 
また、平成２０年６月の北海道洞爺湖サミットでは違法伐採問題が取り上げられ

る見通しにあることから、木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明に係る各国

の取組状況を調査し、証明方法（ガイドライン）のあり方について検討を深めるこ

ととする。 
 

２ 合法性・持続可能性証明木材供給事例調査事業 

（１）事業の目的 

需要側と供給側の連携等に基づく先進的な取組事例、主要木材輸出国の森林伐

採に係る法規制等について調査を行うこととする。 
（２）事業の実施方向 

国内事例調査として、合法性等が証明された木材を調達方針に掲げる企業や業

界団体等の先進事例および各県で実施している地域材（県産材）認定制度につい

て、合法木材証明制度の信頼性、持続可能性の証明方法などガイドラインとの関

係において調査を行う。その際、調査箇所の選定過程では業界団体とのセミナー

を行い、調査結果についても報告会を行うなど、４の普及事業と連携を取りなが

ら実施する。 
海外事例調査として、平成１８年度の国際セミナー2007 の蓄積を踏まえ、広く

海外の企業による合法木材の供給事例を収集する。また、海外企業による先進的

な取組事例や貿易相手国における証明制度（検討中も含む）について、合法木材

証明制度の信頼性、持続可能性の証明方法などガイドラインとの関係において調

査を行う。更に、調査対象地域で小規模なセミナーを行うなど、４の普及事業と

の連携をはかる。 
 

（３）ワーキンググループ 

当該事業の実施を効果的に行うため別紙１のメンバーによるワーキンググル

ープを設置し、その助言を受けて実施する。 
 



３ 合法性・持続可能性証明システム検証事業 

（１）事業の目的 

各業界団体による制度運営について調査・検証を行い、その実効性や問題点を

明らかにする。 
（２）事業の実施方向 

平成１８年度の供給側アンケート調査を踏まえ、本年度は需要者側に対するア

ンケート調査を実施するとともに、１０事例程度の合法木材調達のトレーサビリ

ティと国内１０地域程度の業界団体による取組を調査する。また、昨年度の国際

セミナーで報告された海外の事例２カ所程度を調査することとする。更に、合法

木材供給認定事業者研修の機会を活用するなど、４の普及事業との連携を図る。 
（３）ワーキンググループ 

当該事業の実施を効果的に行うため別紙１のメンバーによるワーキンググルー

プを設置し、その助言を受けて実施する。 
 
４ 合法性・持続可能性証明システム普及事業 

（１）事業の目的 

合法木材の供給及び調達（利用）の促進を図るため主要国サミットでの違法伐

採の取組などを踏まえ、地方公共団体、森林所有者、木材関連業界、消費者団体、

一般消費者及び諸外国等に対する普及・啓発活動を実施する。 
（２）事業の実施方向 

需要・調達側に対して、国、地方自治体、企業、業界団体、一般消費者などを

対象とした合法木材ＰＲパンフレットを作成・配布するほか、新聞等への広告、

エコプロダクツ展などへの出展、各種セミナーの開催、合法木材製品の紹介用ホ

ームページを作成、合法木材マークの検討などを通して、合法木材製品の普及を

図る。 
国内の供給側に対しては、業界認定システムにより供給される合法木材製品の

信頼性を確保するため、認定団体および認定事業者の責任者などを対象とした研

修を実施する。 
産地国の供給サイドに対しては、違法伐採対策推進国際セミナー2007in 東京の

「合法木材（Goho-wood）は地球を守る第一歩、国際セミナーをきっかけとして

Ｇoho-wood 認証システムのネットワークを作ろう」のいう呼びかけを踏まえ、合

法木材ナビ上に世界中の合法性等を証明するシステムの情報交換をする場を作り、

信頼性と普及可能性(Credibility and Distributablity)の二つをキーワードとした

合法木材等証明システムの普及のための国際セミナーを開催する。 
（３）ワーキンググループ 

当該事業の実施を効果的に行うため別紙２のメンバーによるワーキンググルー

プを設置し、その助言を受けて実施する。 

 

 

 



 

 
 

 

 

 合法性・持続可能性証明木材供給事例調査・システム検証事業ＷＧ名簿 

平成１９年６月               

（五十音順） 

氏 名 所属・役職 

荒谷 明日兒 
新潟大学農学部 

（教授） 

大橋 泰啓 
日本木材輸入協会 

（専務理事） 

柿澤 宏昭 
北海道大学大学院農学研究院 

（教授） 

桑山 公一 
全国森林組合連合会 

（林政課長） 

小浜 崇宏 
熱帯林行動ネットワーク 

（事務局次長） 

藤間  剛 
（独）森林総合研究所 

（国際研究推進室長） 

橋本 務太 
ＷＷＦジャパン 

（森林担当） 

渡辺 光一 
日本製紙連合会 

（林材部長） 

計 ８名  

事務局  

尾薗 春雄 

藤原  敬 

久田 卓興 

上杉  高 

加藤 正彦 

 

（社）全国木材組合連合会 

 

別紙１ 



 

 

合法性・持続可能性証明システム普及事業ＷＧ名簿 

平成１９年６月 

                  

（五十音順） 

氏 名 所 属・役 職 

荒谷 明日兒 
新潟大学農学部 

（教授） 

大石 美奈子 
（社）日本消費生活アドバイザー・ 

コンサルタント協会 

桑山 公一 
全国森林組合連合会 

（林政課長） 

坂本 有希 
（財）地球・人間環境フォーラム 

（フェアウッド・キャンペーン担当） 

中川   敏 
日本木造住宅産業協会 

（資材・流通部長） 

中澤 健一 国際環境ＮＧＯ ＦｏＥジャパン 

（森林担当） 

野村 義清 
日本建設業団体連合会  

（グリーン調達促進 WG 委員） 

橋本 久幸 全国家具工業連合会 

（専務理事） 

渡辺 光一 
日本製紙連合会 

（林材部長） 

計 ９名  

事務局  

藤原  敬 

上杉  高 

細貝 一則 

加藤 正彦 

（社）全国木材組合連合会 
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